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測量法に定められた公共測量を実施するにあたっては、測量法第３３条の規定に基づき、測量計画機関が定めた作

業規程に基づいて実施しなければなりませんが、殆どの公共測量では、測量法第３４条に基づき定められた「作業規

程の準則」を使用しています。 

 当講習会では、「作業規程の準則」に定められた「ＴＳによる３・４級基準点測量」について、その測量方法や工程

管理、精度管理、測量成果の点検方法等、作業の流れに沿って、準則の内容を解説します。 

 また、今年の講習会では、測量に使用する測量機器の作業前点検の方法や日常の管理方法

についても、当協会への照会事例を紹介しながら説明を行います。（実習はありません。） 

 この機会に是非受講していただき、実作業にお役立て下さい。 

 この講習会受講者は、測量ＣＤＰ５ポイントが取得できます。正会員でポイント登録を行

う方は、当協会が登録を代行いたしますので印鑑をお持ち下さい。 

●開 催 日  平成２５年４月２３日(火) 10：00～16：00…1 日間 

●会  場 「サン・イレブン高松」２Ｆ研修室 TEL 087-823-4550 

       〒760-0067 高松市松福町2-15-24（無料駐車場あり70 台） 

●講  師  社団法人日本測量協会 専任講師 

●定  員  ３０名 ※申込締切 ４月１６日(火) （定員で締切らせていただきます） 

●受 講 料  ①日本測量協会の正会員・特別会員の社員 ９，０００円 ②同時入会 １６，０００円 

●教  材  技術講習会テキスト（当日配布） 

●講習内容  ①総則   ②ＴＳによる３・４級基準点測量 ③諸計算  ④ＴＳによる復旧測量 

  ⑤測量成果の品質確保と地理情報標準への対応 ⑥電子納品 ⑦測量機器の点検・調整 

●お申込み方法 下表 ①～③ のいずれかの方法でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

四国支部【公共測量技術講習会】平成２５年度「ＴＳによる３・４級基準点測量技術講習会」受講申込書 

●参加者名（フリガナ）              （              ）   

●会員区分 □正会員（正会員番号          → CPD 登録代行希望  □有 □無） 

      □特別会員の社員    □同時入会（CPD 登録代行希望  □有 □無 ）  

●払込予定日   月   日  ●払込方法  □現金書留  □郵便振替  □銀行振込   

 

●生年月日 西暦19   年   月   日（   歳） ●測量ＣＰＤ登録番号               

●会社名                                                 

●連絡先住所（□勤務先□自宅）〒  -          県                                

●TEL                    ●FAX           ●メールアドレス                           

 

 

 

平平成成２２５５年年４４月月２２３３日日((火火))  1100：：0000～～1166：：0000((11 日日間間))  

会会場場：：ササンン・・イイレレブブンン高高松松  ２２ＦＦ  研研修修室室  
主主催催    社社団団法法人人日日本本測測量量協協会会四四国国支支部部 

申込先 
（お問合せ先） 

〒760-0067 高松市松福町2-15-24 香川県土木建設会館2Ｆ 
 (社)日本測量協会四国支部  TEL 087-821-2450  FAX 087-822-8459 

支払方法 ①郵便振替 ②銀行振込 ③現金書留 

口座番号 01630-2-19550 百十四銀行高松支店 (普) 0180666 － 

送金先 社団法人日本測量協会四国支部 上記申込先 

申込書 FAX または郵送 現金封筒に同封 

きりとり 

※個人情報は、大切な

情報と認識し、当協会

の業務目的以外には

利用いたしません。ま

た第三者への提供な

どはいたしません。

正会員番号をご記入の場合は、以下のご記入は不要です（特別会員の社員はご記入願います）

正会員の希望者には当支部
がＣＰＤ登録代行します！ 

測量CPD  5 ポイント


